
                   

   

 

 

 

 

 

 

 本年度の本校の努力目標は「challenge！ 思いやりの心をもって、

気づき、考え、行動する」です。始業式では、学校も新しいことに

「challenge」する。その一つとして、今年度から男女混合名簿を使用

することを伝えました。 

 男女共同参画社会の実現を目指し、男女で区別する必要がないもの

は、可能な限り一緒にする取組をしていきます。男だから、女だからと

いった差別や偏見をなくすよう意識改革を進めていきたいと思いま

す。保護者や地域の皆様には、ご理解とご協力をお願いします。 

 

 

 本年度の南有馬中学校の朝は読書から始まります。「全国学力・学習

状況調査」等の結果から、継続的に読解力を育むことが必要だという

ことがわかっています。そこで、本校では本年度から朝読書の時間を

設定することにしました。登校後８時５分から 20 分までの 15分間、

生徒は各自が用意した本を静かに黙々と読んでいます。今後、読解力

が高まっていくことを期待しています。 

 

 

生徒会の主催で、4月 11 日（月）は対面式、15 日（金）は歓迎遠足

が行われました。対面式では、生徒会スローガン「挑戦」についての説

明をはじめ、総務・各自治部の取組や学校生活について、そして部活動

について、タブレットを用いて説明や紹介がありました。 

また、歓迎遠足は、天候や感染症拡大の心配もありましたが、対策を

十分行って、和やかで楽しい一日にすることができました。１年生も中

学校生活に対する安心と期待が大きくなったと思います。企画・運営を

してくれた生徒会役員の皆さんに感謝です。 
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  8 名の学級委員の皆さん各学級をよろしく 

  お願いします。 

 

 

 4 月８日（金）、交通安全教室と自転車安全点検を実施しました。

交通安全教室は、南島原警察署交通課と交通安全協会から講師を

お招きして、全校生徒を対象に開催しました。自転車安全点検は、

その日の午前中、点検カードを基に委託業者に実施してもらいま

した。交通事故は命に直接関わりますので、十分注意してくださ

い。また、自転車事故は加害者になることもありますので、必ず何

らかの保険に加入しておくようにお願いします。 

 

 

 4 月１４日（木）は、第１回ＰＴＡ評議員会でした。昼間のお仕事でお疲れの中にもかかわらず、委員

の皆様に参加していただきました。熱心なご協議ありがとうございました。その中でＰＴＡ総会の開催

についても協議しましたが、本年度も昨年度と同様に書面審議となりました。市内の感染状況を考えれ

ば、拡大防止のためには仕方がないことだと思います。 

 本年度も思うようなＰＴＡ活動はなかなかできないかと思いますが、新しいＰＴＡ役員を中心に保護

者の皆様にはご理解とご協力をお願いいたします。一年間大変お世話になります。 

 

 

 新型コロナウイルス感染症対策については、何度もお願いしていますが、現在の市内の状況を鑑み、改

めて確認をさせていただきます。皆様、ご協力をお願いします。 

１学期 学級委員 

第 1 学年 石橋 瑛斗 植松 尚子 

第２学年 1 組 田中 悠斗 小渕 心響 

第２学年２組 本多 洸太 西田 みさき 

第３学年 永橋 陽太 黒田 琉華 

〇表彰 SＴスポーツ杯中学生ソフトテニス研修会 

    第 5 位 七條幹長・植木優太 ペア 

１ 本人や同居家族に風邪症状等がある場合は、外出や同居家族以外の者との接触を控えること。 

 特に、マスク着用等の感染防止対策を講じず友人等と接触するようなことがないようにすること。 

２ 学校以外の場においても「３つの密」を避け、マスクの着用や手洗い、うがいの励行、咳エチ 

 ケット等の感染症対策を徹底すること。 

３ 体調の不調を感じたら、学校への登校を控えるとともに、かかりつけの医療機関に相談し、早め 

 に受診すること。 

４ 新型コロナウイルス感染者やその家族、濃厚接触者等に対して、感染を理由とした偏見や差別を 

 しないこと。 

〇 同一世帯で感染者が発生した場合は、全ての同居家族が濃厚接触者にあたります。濃厚接触者 

 の待機期間については、原則７日間です。その際は、保健所の指示に従うとともに、必ず学校へ 

 連絡をお願いします。 


